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第４号様式（第８条関係） 
 

議 事 録 

会議名 寒川町行政改革推進懇話会 

日 時 平成22年8月20日（金）午前9：30～12：15 開催形態 公開 

場 所 寒川町役場 ３階 議会第１会議室 

出席者 

村松委員、宇田川委員、岡本委員、鈴木委員、柴田委員、山蔦委員 

（欠席者：辻井会長、善波委員、若菜委員） 

事 務 局 ：木 内 企 画 政 策 部 長 、小 島 専 任 主 幹 、山 口 主 査  

小 川 主 任 主 事  

議 題 
１ 第４次寒川町行政改革実施計画の平成２１年度実施結果について 

２ 第４次寒川町行政改革実施計画の修正について 

決定事項 

 

 

 

 

議  事 

 
１ 開会 
（事務局） 定刻となりましたので、ただ今から、寒川町行政改革懇話会を開催 

させていただきます。本懇話会は、町が取り組む行政改革について、 

町民の皆さまから幅広い意見を求めるために設置しているもので、 

昨年は１１月に開催し、２０年度の実施結果報告と第３次改定案に 

ついて、ご意見をいただいたところであります。 

ここで、本日の欠席者のご報告をさせていただきます。名簿から、 

善波裕典さん、辻井良一さん、若菜勝美さんの３名が欠席でござい 

ますので、よろしくお願いいたします。 

それでは早速ですが、はじめに新たな委員をお願いしておりますの 

で、委嘱式を行いたいと思います。 

本来、町長が皆さまに直接委嘱を行うところですが、本日、所用が 

ありまして出席できませんので、藤澤副町長より委嘱状を交付させ 

ていただきます。 

副町長が皆さまの前にまいりますので、恐れ入りますが、その場で 

お立ち願います。 

それでは、副町長お願いいたします。 
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＜委嘱状の交付＞ 

 

（事務局） ありがとうございました。 

ここで、藤澤副町長からご挨拶を申し上げます。 

 

＜副町長あいさつ＞ 

 

（事務局） ありがとうございました。 

ここで、本日は初めての方もいらっしゃいますので、委員の皆さま 

から自己紹介をお願いいたします。 

では、村松委員さんから順にお願いいたします。 

 

＜委員 自己紹介＞ 

 

（事務局） ありがとうございました。 

続いて事務局職員の紹介をさせていただきます。 

 

＜事務局職員 自己紹介＞ 

 

（事務局） それでは、議事に入る前に、事務局から会議の進行と設置要綱等に 

関してご説明させていただきたい点がございますので、少しお時間 

をいただきたいと思います。 

なお、副町長は所用により、ここで退席させていただきますのでよ 

ろしくお願いいたします。 

まず、昨年８月に町では「審議会等の会議の公開に関する規則」を 

制定し、このような委員会、審議会は原則、公開するということを 

定めました。具体的には非公開情報（個人情報など）を扱う場合を 

除いて、町民が会議を傍聴する権利を明文化したものであります。 

この懇話会は、非公開情報を取り扱うことはありませんので、公開 

で実施されることとなります。（本日も傍聴者の方がおいでになって 

おります。） 

また、会議の記録ですが、この規則により議事録を作成し、会議ご 

とに指名される議事録承認委員により承認を得ることと定められま 

した。また、承認を得た議事録は公表することも定められておりま 

すのでよろしくお願いいたします。 

次に、設置要綱でございますが、要綱をつけさせていただいており 
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ますのでご覧いただきたいと思います。 

かいつまんでご説明させていただきますが、第１条として設置の目 

的でございます。冒頭申し上げましたとおり、本町が取り組む行政 

改革について、幅広い意見を求めるため、本懇話会を設置している 

ものであります。２条では、組織について定めておりまして、委員 

９人以内をもって組織するものです。２項といたしまして、委員は、 

町政について優れた見識を有する者のうちから町長が委嘱するもの 

です。３条では、会長でございます。懇話会に会長を置き、委員の 

互選によって定めることとなっております。２項では、会長は、会 

務を総理し、懇話会を代表する。３項では、会長に事故あるときは、 

あらかじめ指名する委員がその職務を代理するとなっております。 

４条では、会議について定めており、会長が招集し、その議長とな 

るというものです。２項としまして、懇話会は、委員の過半数が出 

席しなければならないということでありまして、本日は６名の委員 

が出席しておりますので、会議が成立しておりますことを申し添え 

ておきます。５条以降は意見等の聴取や庶務、委任事項を定めたも 

のですので省略させていただきます。最後に、附則の部分になりま 

すが、この要綱は、平成２４年８月３１日限りでその効力を失うも 

のとなっておりまして、皆様の任期も平成２４年８月３１日までと 

させていただいております。 

それでは議題に入りますが、会長については、辻井委員となってお 

りますが、本日は、体調が思わしくないとのことで、ご欠席されて 

おります。先ほどの要綱第３条第３項により、あらかじめその指名 

する委員がその職務を代理するとなっており、会長より鈴木委員が 

指名されておりますのでよろしくお願いいたします。 

それでは、鈴木委員から、一言ごあいさつをいただき、議事進行を 

お願いいたします。 

 

＜職務代理者あいさつ＞ 

 
（会長職務代理）本日は会長の代理ということで会議を進めさせていただく。昨

年までの懇話会においても忌憚のないご意見を出していただいてい

た。この行政改革は寒川町として非常に重要な政策であるが、なか

なか我々が出す意見がどのようにまとめられているかということが

つかめないまま今年に至っている。今日の進め方としては、内容を

説明していただき、意見を出すというやり方でよろしいか。 
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それでは、今年度の内容について説明していただき、疑問点、意見 
等をお願いしたいが、その前に、山蔦委員より資料が配られており、 
それについて説明したいとのことだが、ざっと目を通したところ、 
我々が今十分取り組んでいるところであると感じながらも、時間の 
関係もあるので、あまりこれに時間をかけるというのもできないが、 
趣旨について簡単にご説明願えればと思う。 

（山蔦委員）発言の機会をつくっていただきありがたく思う。この会議は初めて 
なのでインターネットで今までの議事録を閲覧し、また、町では外 
部評価、事業仕分けもやっており、私は傍聴もしているので、これ 
との絡みでどういう趣旨でやるのか良く分からなかったので、委員 
の発言したことと町の回答があるものとで並べてみると、委員の意 
見が採用されていない。むしろ無視されているようにとれるところ 
があるので、こういうのを続けていて本当に役に立つのかどうか気 
になりまとめてみた。議事録から抜粋したものということを念頭に 
今日議論ができればいいと思って提供した。 

（会長職務代理）了解した。書かれている内容は過去のものをまとめたものなの 
で、特にこれについての意見はないと思うが、私からも意見があっ 
て、なかなか具体的な回答や次の行動につながっていかないところ 
が多々ある。今日はそういう意味で、最初に事務局の方から本日の 
内容についてご説明いただき、意見を言いながら、最後のところで、 
全体的に今日出た内容を含めて、今後どう進めていくかということ 
を少し意見交換するというようにできたらと思う。 
それでは事務局の方から内容の説明をお願いする。 

 
＜平成２１年度分実施報告書について説明 

（基本的な方向１の重点目標１まで）＞ 
 

（会長職務代理）今の内容についての質問等あればお願いしたい。 
【質疑応答】 
（宇田川委員）No.２、７の５事業とか１０事業との記載があるが、いくつか例を

挙げて欲しい。 
（事務局） 外部評価については、それぞれの担当で持っている事業の中から６ 

事業を抜き出して行った。行った事業は、環境基本計画推進事業、 

道路維持補修事業、寒川駅北口地区土地区画整理事業、シルバー人 

材センター支援事業、企業誘致等促進事業、町民相談事業である。 
事務事業の再編の方は、総合計画上にある３８０程度の事業につい 
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て、規模がまちまちであり、その見直しということで、例えば健康 

課の母子関連事業などは６、７事業に小分けされていたので、１つ 

にまとめる、というようなものである。 

（山蔦委員）数値目標のない場合は実績や実施結果から判断すると書いてあるが、 

何でそうなったかがわからない。適当につけたのか。小さいアルフ 

ァベットにあまり意味はないのではと思った。 

また、事業を見直したら何か成果があるはず。事業の数ではなく、 

恐らく人件費などで効果があったはずだと思うので、数字にできる 

ものはできるだけ数字で書かないと成果が出たのかわからない。 

（村松委員）これは自己評価なのか。それとも誰かに評価してもらったものか。 

（事務局） 自己評価である。行革でとりまとめたものを会議に諮り、意見をい

ただいた結果である。 
（山蔦委員）外部評価の事業の選択は副町長か、誰が選んだのか。 
（事務局） 外部評価委員会の委員である。事業の一覧をもとに、総合計画の各

章から１つずつという形で選んでいる。 
（村松委員）評価期間はいつからいつまでか。 
（事務局） 年度ということで４月１日から３月３１日までである。 
（村松委員）「土地開発公社は特に活動がなかった」とあるが、ここには町からお

金が出ているはずである。活動のないところにお金を入れる必要が

あるのか。２１年度中、活動していないのが確認できているがまだ

存続はしているということか。 
（事務局） 設立当初に出資金は出しているが、年度ごとのお金は出ていない。

公社自体は、土地の取得が必要になった場合にということで残して

いる。今回、公社を通して購入した土地はなかった。 
（村松委員）他の会社を通したものはあるのか。 
（事務局） 他の会社ではなく、特別会計による土地購入があった。 
（会長職務代理）「検討研究」の部分について、やらなかったで良いのかというこ

とが大きな問題。本当は検討研究の中からどうあるべきかというこ

とをしっかり見据えていって、それが今年どうなったかというよう

に評価していかないと、始めからいらなかったのかという話になる。

検討研究という段階で早くその方向性はどうあるべきか答えを出し

て、仮説を立てて進めていくということをやっていかないとこれは

進まない。昨年も言ったが、こういう考えて方向性を出していかな

ければいけない課題がほとんど進まない。ずっと検討研究のものも

あり、これでいいのかが本質的な問題である。活動がなかったかど

うかのヒアリングの結果だけ寄せ集めても改革というところには行
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かない。 

（村松委員）なくしていいものはなくしてよい。まちづくり株式会社が解散はし 

たが、ここにどれだけお金がかかっているか。何億かかっているか。 

それが何の実績も残していない。そういうところも検討の余地があ 

る。年度でお金がかかっていなければ問題がないように聞こえるが、 

結局その分出資をしているわけで、お金はかかっている。残す残さ 

ないでもいいと思う。必要だから残すのであれば、その理由がここ 

に明記されていれば問題はない。 

（柴田委員）駅前開発で道路がＴ字路で、行き止まりの道路が何本もできて工事 
が続いているが、必要な道路としてちゃんと計画があるのか。 

（会長職務代理）計画があってやっているものだと思われる。 

 
＜重点目標２の取り組み内容について事務局から説明＞ 

 
（柴田委員）町営プールに町は見学にいったか。室内プールは開放していないの 

はなぜか。 

（事務局） 老朽化により使用に耐えないことと、税収の悪化に伴う緊急財政対

策により修繕等も先送りとなったため休止ということになった。 
（会長職務代理）PFI、PPP が難しくてよくわからないが、これは３年間ずっと検

討研究をやることになっており、検討研究が予定になっているが、

検討研究した結果を使ってこそはじめて改善であり改革になると思

う。このように検討研究だけをやるものが計画に入ってくると進ま

ないということになってしまう。これはもう一度見直して、元の計

画が、これを使って何かやろうというのがないようなものを入れて

いくことが相応しいか、もう一度検討して欲しい。 

（山蔦委員）検討した結果を行革プログラムに載せるはずなので、検討しますと

いうならなんでも全部載せられる。枚数増やすだけの効果しかない。

しかも、検討するというならいつまでにと書かなくてはならない。

誰かが言ったようにずるずると 4年、5年検討するに決まっている。

恐らく検討が終わることはないと思う。 

（会長職務代理）検討研究が３年間続くというこの考え方がおかしい。少なくと

も検討した結果をどのように生かしていくのかというのがあれば検

討する価値はあるが。 
 
＜重点目標３の取り組み内容について事務局から説明＞ 
重点目標３については特に意見なし 
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＜重点目標４、５の取り組み内容について事務局から説明＞ 

 
（山蔦委員）国保の収納率で７９.００％が７５.６９％に下がっている。金額に

すると結構大きいと思う。１億円近く行くのではないか。あるいは

数千万。 

（事務局） 率の開きを金額で見ると６,７００万円ほどである。 

（山蔦委員）広告が５４万円とかいうのと重みが全然違う。たくさん書いてある

と何かやっているなという感じがするが、この中で重要なのは、収

納率の部分と財源の確保、町債残高の縮減の３つが一番大きいと思

う。国保の件は議会でも何度も出ているが、なにも進んでいない。

むしろ悪くなっている。これは行革としては非常にまずいという感

じがする。 

（村松委員）平成２０年の数字はわかるか。 
（事務局） 町税９５.０８％、国保７５.６０％、介護９６.７３％、保育９０.

８２％である。 
（山蔦委員）茅ヶ崎市との差はわかるか。自分の資料だと茅ヶ崎の徴収率は８３

から８４。 
（事務局） 資料を持ち合わせていないので今はわからない。 
（山蔦委員）介護保険料は大差がないが、町税はこの辺りでは寒川は最低である。 
（会長職務代理）目標はどうやって設定しているか。 

（事務局） １９年度の実績を基に上乗せした数値としている。 
（会長職務代理）目標設定するときに大切なのは、どのようにするかを考えて、

実行した結果がこうなったということなら、今後どうしたらよいか

というのが出てくるが、数字だけ挙げて、数字は結果だけだから、

毎年同じ数字だけ挙げているのではそこには思考が働かない。計画

を立てるときの目標値は、今年はどういうことをやってこの数字を

達成しようというのが最初にあったのかどうか。 

（事務局） 計画自体は昨年に第３次改定を行った結果平成２３年度までとなっ

たが、元々目標値は先に決まってしまっていたので、年度ごとに目

標値を設定しているわけではない。 

（会長職務代理）それならそれで良いが、具体的にこういうことをしてその差を

埋めていこうというのがあったかどうかである。 

（山蔦委員）議会では県から徴収のプロを入れて県民税と町民税は同じだから徴

収率のアップを図ると答弁している。それがここに生かされていな

い。 
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（会長職務代理）改革をやるというのは、数字がどうだったかだけをやるのでは

なく、自分たちで何を考えてどうしようかというのが大事。これが

調査研究という中から、今の状態では将来的に危ういということで、

今後こういうようにして行こうというプランを作ってやっていこう

というように考えていくのが調査研究である。その辺とリンクして

いない数字というのはなかなかうまくいかない。会社でも数字だけ

挙げる会社はうまくいかない。ちゃんと状況把握をして、どのよう

にしていくかをしっかりやっていくことが大事。 

（岡本委員）内容が事務的である。もう少し次年度を見据えた考えというのも必

要ではないか。これでは事務的、行政的で職員にはわかるかもしれ

ないが、我々にはわかりにくい。こんなに細かくなくても、おおま

かなことはこのくらいだったというようなことのほうが必要。もう

少し次年度、再来年度のことを見据えたことをはっきりとここはこ

う思っているというように書いて欲しい。 

（宇田川委員）国保の件で、茅ヶ崎の方が徴収率は高いとのことだが、茅ヶ崎と

寒川で所得階層が違うのか。分かりやすくいうと茅ヶ崎の方は所得

が多くて取りやすいのか、寒川が低い人が多くて取りにくいのか。

それとも所得水準は同じだが徴収方法が寒川は悪いのか、大体の感

触でも良いがどうなのか。 
（事務局） 寒川の母子世帯は茅ヶ崎市と人口比で較べると倍以上であると聞い

たことがある。また、アパートの賃料も茅ヶ崎に較べ安いため所得

の低い人が集まりやすい傾向にあるとのこと。生活保護世帯の割合

も寒川の方が多い。そういったことからも所得の低い人が多いので

はないかという感覚はある。 
（会長職務代理）そこで町はどういう姿勢でこれに取り組むのかというところが 

大事。そういう方向だから、町はもっと温かなまちづくりでそうい 
うところには手を染めないでいくということであれば、少なくても 
良いかもしれない。そういう方向性を見据えていかないと、高い低 
いだけでは語れない部分がある。そこのところを町としてはどうい 
うように進むかという考え方をどこかで作っていかないと、数字の 
議論を始めると高い方がいいということになる。 

（宇田川委員）保育料の関係で、直接には関係ないが給食費も含んでのことだが、 

子ども手当から差し引くとかそういう方向というのは法的にどうな 

のか。合法なのか、好ましくないのか。やりにくいというのはわか 

るがそこの判断はどうか。個人的には差し引きもやむをえないと思 

うが、やりにくいものなのか。 
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（事務局） 国ではそういった方法を取るべきではないという見解がある。最終 
的な判断は自治体でということのようであるが、世の流れとしては 
やりにくい部分はある。実際は取っている自治体もある。町の場合 
は、そういった検討もされたと思うが結果としては行っていない。 

（宇田川委員）やりにくいというそこの判断がどうなのか。私は個人的には取 

っても良いと思うが。 

（山蔦委員）努力目標ではなく、十分解析して茅ヶ崎との比較で低いのはどうい

う理由か、生活保護が多いか少ないかとかそういうのを全部検討し

て、これぐらいなら努力したらやれるという目標を設定するのが目

標の設定だと思う。ただ書いておいて、だめだったら手を上げるの

では書く意味がない。ぜひ念頭においてもらいたい。そうしないと

書いている意味がない。 
（会長職務代理）財政のところで、どのくらいの借金があって収入がどのように

できていって今後どうするか、これが一番最初にあって今の話につ

ながる。大きい枠組みの考え方というものをつくっていかないと、

行革をどうしていくかということを考えたときに、じゃあやれなく

て良いのかというようなことになってしまう。やっている人は大変

な話であるが、それをやれなくて良いのかやらなければいけないの

かをはっきりさせないと、やっている人もあまり真剣味が生まれて

こないかもしれない。町民もそんなことやったら町がなくなってし

まうぞと。夕張と同じになるとしたらそれは大変なこと。そういう

ことも含めて、豊かなうちは良いかもしれないが、厳しい状況がこ

の世の中に起きているわけだからしっかりやらなければいけない。 
（村松委員）削るだけが能じゃないと思う。どうやって財源を確保するかという

のが大事であり、こういうところをもっとやるべきではないかと思

う。削るのは限度がある。では増やすためにはどうすればいいか。

実際実績が出てきたわけだから。これは今までやってなかったもの

であろう。これだけの収入になるのだから、微々たるものかもしれ

ないが、いろいろ出てくれば変わってくるのではないか。前向きに

考えた方がいい。そういう見方もあると認識した方がいい。 
（会長職務代理）もっと絞り込んで、全体的に今重要なのは何かということをは 

っきりさせて、やれるところはしっかりやる。やはり考えることが 

重要である。こういう厳しい状況の中では。おおもとでやっている 

国の方に報告をしなくてはならないとか事務的なところもあろうか 

と思うので、なんとはなくページが増えていくということもあると 

は思うが、この町をどうして行くのかというのが重要な視点だと思 
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う。やっている側、事務局も含めてこれをやっている人が、やって 

いてやりがいがあって楽しいんだと思う内容を増やしていくにはど 

うしたらいいのか、つらいところもやらなくてはならないとは思う 

が、そういうように変えていかないと、この取り組み自体が、なん 

となく見たらよくやっているということでまとめていきたいという 

気持ちがこの資料から伝わってくる。 

（山蔦委員）ほかの市町村でも新たな財源を開拓するというのが行革の仕事の範 

囲内に入っているか。行革とは別の仕事と捉えている市町村が多い 

ように思うが。行革というのは、今やっているものをどうやって効 

率化するかというのが中心であって、例えば商店街の活性化だとか 

は別のような気がする。無理やりここに大きなテーマが入っている 

ようだ。恐らく担当課でも書けやしない。よく言われるのが厚木で、

３５年前にやった企業誘致が今、裕福な理由だと言っている。１０

年２０年かかる話である。これが３年後とかそううまくいくもので

はない。 

（会長職務代理）行政改革というのをどのように捉えるかという視点だと思う。

町の財政も含めて健全に運営していくのがいいんだとか、それから

町がさらに発展していくことも含めて、そういう全体の行革の中で

やるんだという考えだったら収入を増やしていくということも入る

と思う。そういう視点がないと、中の議論が非常にあいまいになっ

てしまう。次の町債残高の縮減という部分で、これ現状はいくらあ

るのか。これも推移で示して欲しいが。 
（事務局） ２１年度実績で２２３億２,２９４万円、２０年度実績が２２６億４,

４９４万円である。 
（会長職務代理）これはどう見るのか。この金額は寒川町としてはどうなのか。 
（事務局） 借金の残高については、これは特別会計も含まれた金額で、この金

額が良いのか悪いのかということだと思うが、一つの目安としては、

町の財政規模でどれだけ借金をして、どれだけの返済が毎年どれだ

けの比率を占めているのかを割合で示して健全かどうかを判断する

と、現状はなんとかなっており、危ないといわれるような状況では

ない。もしそういったレベルになると、国に健全化計画などを出す

必要があり、新たな借金もできなくなる。 
（会長職務代理）この健全化の中で２２５億から２２３億へ落とそうと、２億落

とそうという目標はどういう意味なのか。どこのレベルに持ってい

こうとしているのか。 
（事務局） ここに上げているのは２１年度の実績である。上の部分が目標値で
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実際に２億の縮減がされたということである。 
（山蔦委員）これは別の委員会で総合計画の方でやるのではないか。その中でこ 

ういう指標が目標として出てくるのではないか。行革の指標として 

出るものではないだろう。 

（事務局） 総合計画の中では残高という話は出てこないと思う。効率的な財政 

運営という中では話があると思う。 

（会長職務代理）利息を払っているのであり、お金ということを考えても払って

いかなければいけない。収入から差し引かれる部分である。全体の

意味合いがわからない。 
（山蔦委員）将来負担比率は寒川はそんなに良いわけではない。平成２６、７年 

まで結構大きな負担がくる。それと財政調整基金というのは緊急の

場合に吐き出す貯金みたいなもので、これはこの辺では比率として

は一番低いのではないか。ギリギリまで来ている。これ以上借金す

るにはこれが指標になるので難しいかもしれない。また、健全化指

標というのはいっぱいあるが、それが悪いというのは夕張並みにと

てつもなく悪いものをいうのであって茅ヶ崎、平塚、寒川を比較し

てどうかという話とは全然違う。平塚、茅ヶ崎は今回交付団体にな

った。寒川と藤沢だけ不交付。その点では、まだそんなにひどい状

況ではないと思うが、将来投資が全然できないという状況であるの

は間違いない。 

 

＜重点目標６の取り組み内容について事務局から説明＞ 

 

（山蔦委員）県が出している地域手当を入れたラスパイレス指数は、寒川町はた 

しか上位の方だったと思うが、地域手当を入れた値はいくつか。確 

か１０３か４ぐらいだと思うが、地域手当を入れないで９８だとい 

うのは、例えば、南足柄では地域手当を減らしただけで１．９億の 

行革をやっている。平塚では６億出るといっている。寒川もそこま 

で立ち入るべきだと思うが、地域手当が入った指数ではないらしい。 

目標は直すべきと思う。 

（事務局） 以前、別の会議で話題になったことがあった。１０３だったかどう

か。確か１００いくつかだったと思うが。 

（村松委員）基準自体は入ったものなのか入っていないものなのか。入っている 

ものが１００なのかどうか。 

（事務局） この数値には入っていない。 

（山蔦委員）悪い方に悪い方に書くべきだと思う。行政を信頼して欲しいなら。 
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それと、職員研修の報告書を見たことがあるが、研修をやった時の 

報告書は同じ年代の人はみな共有しているのか。あるいは、前後２ 

階級くらいには回っているのか。もし企業なら社長まではいかない 

にしてもかなり広く拡がる。研修へ行くとお金がかかっているから。 

（事務局） 研修の報告書は決裁として回覧されるが、基本は所属課と研修担当

の総務課のみである。 
（山蔦委員）ではあまり共有化されてはいないということか。 
（事務局） 広範囲には共有化はされていない。 
（山蔦委員）これは大きな問題で、あるべき職員像にするには、１人２人やって 

もだめであり、全部一緒にやらなくてはいけない。ただお金が足り 

ないので代表で行っているのであり、その情報はみんな共有すべき 

だと思う。 

（事務局） 内容が関連すれば他の部署への供覧もある。 

（宇田川委員）定員の話だが１９人の退職者に対して１４人採用というのは新卒

者のことか。再任用職員というのが１３人あるがそれを入れた数か

抜いた数か。 
（事務局） 入っていない。新採用のみの数である。 
（宇田川委員）３５０人に対して３４８人というのは１３人が入っていないとい

うことか。 
（事務局） 再任用職員は、職員数のカウントのし方としては別になっており、

この３４８人には入っていない。定員管理計画で当初に立てていた

数字からは５％の見直しということで人数としては３４９人となる

ので、今のところクリアしている。 
（宇田川委員）普通だと正職員があって嘱託とか臨時とか雇用形態によって分か

れているが、再任用職員が別枠ということだとこれは表にはわから

ないということか。 
（事務局） 数値としては出していない。定数のところで公表して目標にすると

いう必要性もあるかと思う。 
（山蔦委員）町の総人件費を町の職員の総労働時間で割った値がわかるか。それ

がいくらかを毎年ずっと記録をとっていくと行革が進んだかどうか

わかる。一昨年の分で計算してみたところ、１０分間７００円で、

１時間４，３００円くらいになった。ところが、町に書いてあるコ

ストというのはその値段では計算していない。行革のテーマにする

には、そういった時間当たりの平均給与、時間外を含めたものを公

表すると町民の信頼が得られる。 
（宇田川委員）１３人と書いてあるのは単年度なのか、今年が１３人で前に採用
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した人もいるということか。前の年に採用した人は別枠で他にいる

ということか。 
（事務局） １３人は今までの累計である。 
（村松委員）単年で契約を結んでいるということか。 
（事務局） そのとおり年度ごとである。 
（会長職務代理）減っているのか増えているのかがわかりにくい。総数が減って 

いるというのが分かると良い。 
 

＜基本的な方向２の重点目標１の取り組み内容について事務局から説明＞ 
重点目標１については特に意見なし 

 
＜重点目標２の取り組み内容について事務局から説明＞ 

 
（村松委員）広報紙の関係でポスティングというのはどこかに委託しているのか。 

（事務局） 委託先はシルバー人材センターである。 
（村松委員）新聞の折込より安価であるのか。 

（事務局） 安価である。また、新聞折り込みは全戸に行き渡らないということ 
もあるのでこの方法とした。 

（村松委員）とてもいいアイデアだと思う。 

（山蔦委員）ただ、これは自治会の自治力を阻害する面もある。本当は自治会の 

会員でなくても自治会が配るものと思っているが、自治連の反対も 

あって叶わなかったようである。 

議会の放映については、非常に視聴率があるし、非常にいいことだ 

と思う。この近辺では先進的なやり方をとったと思うが、これは議 

会の成果だと思う。町の成果ではない。行革の中に議会の成果まで 

入れるかどうか、くくり方の問題だが。それと、情報公開について 

は書いてないようだが、そこがまだ不十分だという気がする。職員 

の情報公開条例に対する理解度が低いのであるが、どこにも指標が 

入っていないか。 

（事務局） 情報公開に関する取り組みは入っていない。 
 
＜基本的な方向３の重点目標１の取り組み内容について事務局から説明＞ 
 
（山蔦委員）住民投票制度の確立は自治基本条例の基本中の基本なので、これは

検討研究ではなく、期限を切っていつまでにやるというような計画

をそろそろ立てるべき時期ではないかと思う。このままでは何年た
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っても決まらない。ここはぜひ力を入れていただきたい。 
（村松委員）対話集会の参加者についてだが、お粗末な数字である。これはどち 

らかの課が主催をするような形か。町長が自らなのか良くわからな 

いのだが。 

（事務局） 町民課が事務局である。一般集会と課題別集会の２通りあり、２１

年度は後者しか行われなかった。一般集会は１００人規模でそれが

目標には含まれているが、実際は行われなかったのでその実績にな

っている。 

（村松委員）市民協議会のようなものをやった場合はこれに含まれるのか。 

（事務局） これは単純に対話集会のみを対象としている。 

（村松委員）協議会という形ではやっていないのか。 

（事務局） やっていない。事業に対する説明会のようなものはあるが。 

（村松委員）説明会には町長は出るのか。 

（事務局） 基本的には担当が行うものである。 
（村松委員）首長が出席してというのが意味があると思うので、この目標に掲げ 

ているのもそういうことだと思う。そういう機会というのは、でき 

ませんでしたではなくやるべきだと思う。計画しているのであれば。 

（事務局） そのあたりは担当でも認識はしていると思うが、実際はできなかっ 

たというところである。 

（村松委員）町長がやりたくなかったというなら別だがそうではないであろう。 

（事務局） 元々、町長の意向で始まったものであり、そういうことではない。 

（村松委員）できるだけ目標の人数は達成していただきたいと思う。 

（山蔦委員）今の制度は町民から申請してやることになっているはず。 

（事務局） 課題別の方がそれである。 

（山蔦委員）町長がやりたいからやるというのはないのか。 

（事務局） 一般集会というものが町の方から開催するものになる。 

（村松委員）その一般の方は２回３回やっても良いものか。 

（事務局） それはやっても構わないと思う。日程の関係など物理的にできるか 

どうかの問題はあるが。 

 
＜全体を通して各委員より意見＞ 

 
（村松委員）項目が多いので大変だとは思うが、もう少し数字的な部分の下準備

をしてほしい。我々も仕事の時間を割いてきている。パッと答えら

れるようにしていただきたい。次回は例えば、この場で取組内容を

精査するのではなく、こういうものをやったらどうかという場をつ
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くっていただければと思う。今は事務局でつくったものを精査して

いる形になっていると思うが、町民代表の我々から見たところから

こういうことを加味してみたらどうかという意見聴取というのをし

ていただければと思う。 
（会長職務代理）例えば読み上げるというのはもうやらずに、事前に皆さんが資

料を読んできてパッとやって、その後時間を作って意見交換したい

という意見である。次の予定は。１回だけか。 
（事務局） 今回の議題についてはこれで終わりにしたい。 
（村松委員）それではとりあえずやった、というようになってしまう。 
（会長職務代理）お墨付きになってしまう。積極的に意見を言っていきたいとい 

う意思が現れたいい会議だったと思うが、年１回定期的にやって、 

確かに意見も聴きましたということで終わらせるのではなく、今の 

議論の中から次回どう取り組んでいくかという意見も含めて、検討 

していく場であっても良いのかと思う。 

（村松委員）次年度の目標値を決める時に、それこそこういうのも事業仕分けを 
しても良いと思う。これはもう達成しているからいらないだろうと。 
ならばもっとこっちを重点的にやっては、というのはどうか。 

（事務局） それについては、現在の計画が２３年度までになっており、次期計 
画を作成する時に整理をしたい。今は考えつくこと全てを挙げてい 
るものとなっており、整理は必要と考えている。 

（会長職務代理）頻繁に開いてご意見を言っていただいての方が良い。開く意思 
があるなら。 

（事務局） 機会を設けてご意見をいただくようにしたい。 
（村松委員）その辺は臨機応変に回数を増やすなどはできないのか。 
（事務局） １７年度から第４次の行革実施計画になっているが、基本的に達成 

している、していないはあるが、計画に載っているものはそのまま 
残しておく形となる。大きく変えるには次期計画が良いかと思う。 

（村松委員）そのように絞っていかないと、検討で終わっちゃっている原因にな 
っているのではないか。 

（会長職務代理）変えていくというのがより重要なことで、一度決めたからその 
とおりやるというのは決して改革ではない。行政改革をやるならそ 
ういう進め方を含めて考えていくべきではないかと思う。 

（宇田川委員）行政改革も一般の経済も同じで、入りを図って出るを制すという 

のが基本だと思う。入るを図るの件では１つの例として、体育館の 

駐車場を有料にしようかという話があるが、お母さん方が子どもを 

連れてきて子育てで遊ぶわけだが、お金を取るとなると、ある程度 
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徴収費用もかかるので、徴収料金を超えなければその意味がない。 

理由としては一般の車が駐車場で休んでいるからという話も聞く 

が、先ほどの話のようにあまり細々とやっても。土地を２反か３反 

転用すると固定資産税も１００万ぐらい上がる。今の総合計画の中 

でも田端地区や北部地区の方向性を早く進めて、税収が増えるよう 

な、駐車料金を１台１００円２００円取ってみんなが嫌な思いする 

より良いのではないか。町が明るくいくのではないかと思う。子ど 

も連れでお金を何百円か取られてしまうという話よりも。若い女性 

は節約志向があるので、公園に自由に連れて行かれなくなったとい 

う、そういう町をつくるのはどうかと思う。総合計画の中の計画を 

より加速し、順調に進めていって、入るを図るを積極的にやってい 

ただきたい。出るを制すも大事だが。 

（岡本委員）皆さんが言っていることはごもっともで、私達の意見がもう少し行 
政の方で耳を傾けていただいて、町が潤って寒川に住んで良かった 
という様な町になれるように職員も努力を積んでいただけるとあり 
がたいと思う。 

（柴田委員）自分の住まいの地域にコンビニとかスーパーがない。小動、小谷の 
方面で。意外と後期高齢者の方が増えている地域でもある。ひとり 
住まいの方が痛切に、昼間は自転車で富士スーパーまで行けるが、 
夜は恐くて自転車に乗れなくて、昼だけの行動になっている人が相 
談に来られる。今後年齢とともに今までのようにできなくなるのが 
心配なので、小動、小谷地区にスーパーをぜひ持ってきて欲しいと。 
こういう機会なので町で考えてもらえるなら、皆さんが住みよいま

ちづくりのために、大きなスーパーでなくても良いので、一ヶ所で

買い揃えられるように、お年寄りが車を押しながらでも行けるよう

なスーパーやお店をぜひ考えていただきたいと思う 
（事務局） 関係する部署に伝えたいと思う。 
（山蔦委員）行政に対する信頼感をアップするための行革だと思う。行政はうま 

くやっていますとたくさん書きたいようだが、そういうことでなく、 

理解を得られるような書き方でやってもらいたいというのが一つ。 

また、最初に言ったが、どこまで行革をやるのかがどこにも書いて 

いない。これは役所としては非常に気楽である。できなければでき 

ないと言っていいので誰も真剣にならない。成り行き任せになるの 

で、これは絶対やめてもらいたい。誰の責任で、どこまでをいつま 

でにいくらの投資金額を使ってやる、というのをビシッと積み上げ 

るのをやるのが行革だと思う。南足柄市など見てみると立派である。 
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それから、自己評価については全部省いて構わないと思う。行革担 

当が評価するべきだと思う。検討するというのが先ほどから出てい 

るが、いつまでに検討するのか分からないので、いつまでに終わる 

というのをきちんと書く。また、行革目標とさっき言ったが、必ず 

目標は金額で表して、表せるものは極力金額で表して欲しい。努力 

したからＡとか、５０万円儲けたからＡというのではなく、数千万 

円やったからＡだというように軽重が分かるような形に書き換えて 

もらいたい。 

（会長職務代理）私も３年か４年になるが、最初にいただいた資料が何を書いて 

いるのか全然分からなかった。言っていることも良く分からなかっ 

たという内容だったが、今見てみると細かすぎるほど頑張っていた 

だいて、良く分かるようになった。ただ、良く分かるようになって 

くると、さらにこうして欲しいというのが出てくるようになって、 

そういう意味ではいろいろとご意見は出ているが、今までの事務局 

の頑張りには私なりに評価をしたい。ただし、実際の行革というも 

のをどういうように進めるかという本質的なところを、何回も繰り 

返すようだが頑張ってもらいたいと思う。一体、この行革を通して 

何を成し遂げようとしているのかということをはっきりさせる。は 

っきりと自分たちで確認できる状況をもう一度作ってもらう必要が 

あると思う。そうすると、やはり細かいものは省いても良いのかと、 

本筋のところだけしっかりと議論しようということになってくるの 

で、多分この行革の懇談会の場ももう少ししっかりしたところ、重 

要な部分をもっと時間をかけて議論ができるようになるのではない 

かと思う。年に 1回なので言い放しでいつも終わってしまうという 

部分もあるが、もっと議論をする場があっても良いと思う。２時間 

で非常に短い時間なので、全項目を議論してということまではなか 

なか進められなくて、やはり注目の部分について皆さんが意見を述 

べていただいたと思うので、そこをしっかり踏まえて行革を進めて 

いただき、町民の皆さんが期待できるような成果を出していただき 

たいと思う。 

（山蔦委員）１回しかやらないなら今日これで解任して欲しい。委嘱を。あと１ 
年間が無駄なので、今日で終わりにして欲しい。 

（村松委員）もっとやって欲しいということであろう。 
（山蔦委員）そうしないと何の意味もない。ここで言って終わりでは。 
（会長職務代理）やはり、結果が出なかったということを書いて、出なかったこ 

とがいけないというのを１年ごとにやっても意味はない。検討研究 
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で重要な項目があった場合に、それがどこまで進んでいるのかとい 

うことを含めて報告の場があれば、できなかったで終わらずに、ど 

うすればできるのかももっと議論できると思う。我々も委嘱された 

わけで、時間を作って出てくるのでぜひ活用していただきたい。 

 

＜行革実施計画の一部修正について事務局より説明＞ 

 

（村松委員）修正してもいいのか。先ほどの話と矛盾する。１７年度につくった 

ものは変えられないということだったが。 

（事務局） 基本的な部分は変えられないが、各年度の目標の部分などは変えて 

良いと考えている。 

（村松委員）変えられるようにしたほうがいいと思う。 

（会長職務代理）他に意見はありませんか。 
      （その他に意見なし。） 

では、議題はこれで終わりとします。 

 
（会長職務代理）それでは、本日の寒川町行政改革推進懇話会は、これを持って

終了とします。みなさんお疲れ様でした。 
 

（ 以上 ） 
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